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空き家の処分諦めないで！

相続土地国庫帰属制度

相続をした使っていない空き家、そのままにしておく

とどんどん傷むし管理の手間もお金もかかるし、良い

ことなしですよね。そんな時、まずはミーミーセンター

スメバにご相談いただいて「空き家情報バンク」を活

用して欲しいのですが、やはり空き家の状態や立地に

よってはなかなか手放せず「もう処分できないんじゃ

ないか…」と不安になってしまうかと思います。「管

理する手間もお金もかかるし、いますぐに手放した

い！」という方、諦めなくて大丈夫です！「相続土地

国庫帰属制度」をご活用ください。

「相続土地国庫帰属制度」は、相続又は遺贈によって

土地を取得した人が、建屋がある場合には解体して更

地にした後、法務局に申請し負担金を支払うことに

よって、土地を手放して国庫に帰属させることができ

る制度です。申請手数料と 10 年分の土地管理費相当

額の負担金を納付する必要はありますが、土地を国庫

に帰属することで国の管理となり、日々頭を悩ませて

いた空き家の問題から解放されます。制度を活用した

い方は、お近くの法務局までご相談ください！

( 地域おこし協力隊　一級建築士　濱野みのり）

老朽化が進み、活用、修繕、管理等が困難な空き家など、

町が行う事前調査で老朽危険空家と判定された空き家

を除却する場合に、除却にかかる費用の 4/5 を補助。

（限度額８０万円・千円未満切り捨て）

町で実施する事前調査で老朽危険空き家と判定された

町内の住宅

下諏訪町 建設水道課 都市整備係

0266-27-1111 (内線 244)

お役立ち補助金情報

老朽危険空家除却補助金

空き家の除却に関する補助

国庫帰属

申請の流れ

条件

担当課

敷地内の全てのものを解体・撤去し、更地にする必要があります。

※

※

昭和 56年 5月 31日以前に工事着工され、一年以上使用されていな

い個人の所有する一戸建て住宅で、1/2以上が住宅用途のもの

※

相続又は遺贈（相続人に対する遺贈に限る）によって

土地を取得した人が、法務局に対し、所有する土地を

国庫に帰属したい旨を申請

①承認申請

申請者が 10 年分の土地管理費相当額の負担金を納付

③負担金納付

申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多

くの費用や労力がかかる土地に当たらないと判断した

ときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認

②法務大臣（法務局）による要件審査・承認

詳細






